
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度 男女共同参画週間(6月 23日～6月 29日) キャッチフレーズ 

 入間市男女共同参画 

推進センターだより 
令和２年１１月 第１９４号 E-mail danjyo@ictv.ne.jp 

TEL 04－2964－2536 FAX 04－2964－2539 

URL http://irumadanjyo.seesaa.net/ 

 

 

13:30～15:30(開場 12:45) 

入間市産業文化センター 

 

お知らせ 
募 集 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9/17（木）  10/15（木）  11/19（木） 

  12/4（金）  12/17（木） 

イルミ～ナ出店   午後～ ＊10:00～12:00 

④のみ 10:00～16:00 

講師 森   尚子  氏 (中小企業診断士) 

コーディネーター 

川 名  千鶴子 氏 （埼玉県専門家ボランティア共助仕掛人） 

小野寺 寿美子 氏（カフェギャラリーお針子） 

  
埼玉県のマスコット 
コバトン 

月 日 入間市市民活動センター 活動室１ 

              講師：キャリアカウンセラー（埼玉県女性キャリアセンター）  

彩の国 
埼玉県 

埼玉県との共催で、就職を希望す

る女性を対象とした、就職支援セミ

ナーを開催しました。 

 「求人の見方、探し方のコツ」を

テーマに、テキストに沿いながら講

師がわかりやすく解説。午後には個

別相談も行われました。 

https://www.illust-pocket.com/illust/10410
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2016/06/7988a.png
https://www.irasutoya.com/2019/10/blog-post_898.html
https://latelierfunipo.com/wp-content/uploads/2018/01/20180102_050153000_iOS-7.png


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１１月１２日から１１月２５日までは 
『女性に対する暴力をなくす運動』期間です                  

 

 

日にち 予約状況 時  間 内  容 
１１月１８日（水） 空有 

午後１時１５分～ 

午後４時４５分 

（１人３０分） 

離婚、相続、金銭、DV、セクハラ、 

雇 用 問 題 な ど 女 性 の 権 利 や 人 権 

に関する法律相談（秘密は厳守します） 

女 性 の た め の 法 律 相 談
女性弁護士による無料の法律相談です。 

予約は 10月 1日から電話で受付します。 

☎2964-2561 

入間市男女共同参画推進センターでは… 

女性に対する暴力をなくす運動について 

運動期間だけでなく年間を通して下記の事業に取り組んでいます。 

 

★女性のための悩みごと相談（DV被害・離婚・金銭など）⇒面接相談・法律相談を実施。 

 ひとりで悩まずぜひご相談を! 

★DV 防止パンフレット⇒「それは愛ではありません…DV は重大な人権侵害です」を配布して

います。 

夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対

する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要

な課題です。暴力はその対象の性別や間柄を問わず決して許されるものではありません。暴力の現状や日

本の社会構造の実態を見たとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。 

 このことは、国際的にも重大な問題として認識されていて、１９９９年１２月、国連総会は１１月２５

日を「女性に対する暴力撤廃国際日」として指定しました。日本でも毎年、１１月１２日から２５日まで

の２週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間として内閣府をはじめ関係省庁や地方公共団体等で

様々な運動を展開しています。 

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 
★１１月２５日は 

「女性に対する暴力撤廃国際日」  

 

１１月２５日という日付は、１９

６１年ドミニカの支配者ラファエ

ル・トルヒジョの命令により、ド

ミニカ共和国の政治活動家であっ

たミラバル三姉妹が惨殺されたこ

とにちなんで制定されました。 

シンボルマークは、 

女性が腕をクロスさせた姿を描い

ており、女性の表情、握りしめた

こぶし、クロスさせた腕により、

女性に対する暴力を断固として拒

絶する強い意志を表しています。 



 
面接相談 ２９６４－２５６１【予約専用電話】 
相 談 日 毎週月曜日・金曜日（午前 10時～正午・午後１時～3時） 
相談時間 １人６０分 ※１１月２３日の面接相談はお休みです。 

電話相談 ２９６４－２５４５【相談専用電話】 
   相 談 日 毎週水曜日（午前 10時～正午・午後１時～3時） 

   相談時間 １人３０分  

法律相談 ２９６４－２５６１【予約専用電話】 ひと月前の 1日から予約を受け付けます。 
相 談 日 毎月第３水曜日（４月・８月は実施しません） 
相談時間 １人３０分（午後１時１５分～４時４５分） 

 

女 性 の 悩 み ご と 相 談 

性的マイノリティ（性的少数者）に関する悩みごと相談をお受けします。（当事者だけでなく、
家族、友人からの相談も可能です。）いずれも専門の相談機関ではありませんが、以下の窓口で
お話をお伺いします。一人で悩まずにお電話ください。※相談時間の目安は３０分以内です。 

【相談日時】 
   毎週月曜日～金曜日（祝日除く） 午前 10時～正午・午後１時～3時 

【相談窓口・問い合わせ先】 
入間市男女共同参画推進センター 電話０４―２９６４－２５４５ 

入間市役所市民相談室  電話０４－２９６４－１１１１（代） 

 

性的マイノリティのための悩みごと相談 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、貸出を中止していま
したが、７月１日から再開しました。 

当面の間、人数・時間を制限させていただくだめ、事前予約が必要
となります。 
予約電話 ☎04-2964-2536（男女共同参画推進センター） 

 

【利用時間：平日のみ】午前 10時～午前 11時 30分（90分） 

           午後 2 時～午後 3 時 30 分（90 分） 

※各時間、最大６名程度（大人２人、子ども 4 人程度まで） 

 

 

 

 

 

 

                                              

★女性も男性も共にかがやき、いきいき暮らせる男女共同参画社会の実現に向けて、当センターは 1１月に下記事業をおこないます。 

11月 

日・曜日 セ ン タ ー 行 事 予 定 

2日（月） ♦面接相談 

4日（水） ♦電話相談 

5日（木） ＬＧＢＴＱの方のコミュニティカフェ 

6日（金） ★女性リーダー養成講座②   ♦面接相談 

9日（月） ♦面接相談 

１１日（水） ♦電話相談 

１３日（金） ★女性リーダー養成講座③   ♦面接相談 

１５日（日） ＬＧＢＴＱの方のコミュニティカフェ 

１６日（月） ♦面接相談 

１８日（水） ♦女性のための法律相談    ♦電話相談 

１９日（木） ★ちいさなお仕事応援講座③  ★入間市男女共同参画審議会（公開） 

２０日（金） ★女性リーダー養成講座④   ♦面接相談 

２４日（火） イルミン全館施設管理（午前・午後）…【こども室は利用できません】 

２５日（水） ♦電話相談 

２７日（金） ♦面接相談 

３０日（月） ♦面接相談 

アクセス 男女共同参画推進センター 
男女共同参画推進センター こども室からのお知らせ 

https://4.bp.blogspot.com/-L2GCg45hSWs/Uab3lY_PAwI/AAAAAAAAUPY/zfVMfahjMJY/s800/flower_cyclamen.png
https://season-freeillust.com/autumn/autumn17.html

